
京都地方税機構指定金融機関の指定

平成21年８月19日

京都地方税機構告示第１号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第168条第１項の規定により京都地方税機構指

定金融機関を次のとおり指定する。

１ 名 称 株式会社京都銀行

２ 所 在 地 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

３ 取扱事務 公金の収納及び支払


